
1　正会員証
（表　　面）

宮城県隊友会 支部

印

　　　　(宮城県隊友会長）

（裏　面）

１　居住地を移動する場合は、所属の支部長または県隊友会長に届け
　　出るものとする。

２　この会員証を不正の使用し又は他人に譲渡、貸与並びに改ざんして
　　はならない。

３　会費未納が２年以上にわたるときは、会員の資格を喪失し退会した
　　ものとみなされる。

４　この会員証が不用又は無効となった場合は速やかに発行者に返納
　　すること。

５　紛失又は記載事項に変更があった場合は速やかに発行者に届け
　　出ること。
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公益社団法人隊友会理事長
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公益社団法人隊友会

平成　　　年　　　月　　　日

（第７条関連）


